
主文
１　原告の請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　請求
１　被告は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成１２年４月１９日か
ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
３　１項につき仮執行宣言
第２　事案の概要
本件は，亡Ａが，被告の設置する北病院（以下「被告病院」という。）において受
けた診察，治療につき，被告病院の医師らには早期に肺癌の確定診断をしなかった
注意義務違反があったなどと主張して，被告に対し，診療契約上の債務不履行に基
づき損害賠償を求めて訴訟を提起したところ，Ａが死亡したため，その唯一の包括
受遺者である原告が上記訴訟を承継し，(1)被告病院の医師らには，後記２の争
点(1)ないし(5)における原告主張のとおりの注意義務違反があったとして，①主位
的には，上記注意義務違反によって死亡したことによる慰謝料２０００万円，②上
記注意義務違反と死亡との間に因果関係が認められない場合には，予備的に，争
点(7)における原告主張のとおりの延命利益の喪失による慰謝料８００万円，(2)争
点(8)における原告主張のとおり
の被告病院の医師がした不適切な説明による慰謝料１００万円，及び(3)弁護士費用
１００万円の合計１０００万円（上記(1)の①の場合には計２２００万円のうちの一
部請求），並びにこれに対するＡの死亡した平成１２年４月１９日から支払済みま
での遅延損害金の支払を求めるものである。
１　前提となる事実
当事者間に争いのない事実のほか，摘示した各証拠及び弁論の全趣旨によると以下
のとおり認めることができる。
(1)　当事者
Ａは，昭和１５年生まれの男性であり，平成１２年４月１９日，肺癌を直接死因と
して死亡した（甲１号証）。原告は，平成４年ころからＡと生活を共にしてきたＡ
の内縁の妻であり，平成１２年４月１日付けのＡの自筆証書遺言により唯一の包括
受遺者に指定された者である（原告本人）。
被告は，組合員の医療その他生活に有用な協同施設を設置し組合員に利用させる事
業等を目的とする生活協同組合であり，名古屋市ａ区ｂ町ｃ丁目ｄ番地に病床数５
２床の被告病院を設置している。
(2)　診療経過
ア　Ａは，平成５年ころから被告病院において主として胃潰瘍のため断続的に診
察，検査及び治療を受けていた（乙１号証）。
イ　平成１０年５月７日，Ａは，胃潰瘍の内服薬が切れるとムカムカする，胃痛が
あり調子がよくないということを主訴として被告病院に来院し，被告との間で診療
契約を締結し，同日，非常勤医師のＢ医師の診察を受けた。
Ｂ医師は，胃潰瘍の再発と診断し，胃カメラによる検査を同月２０日と予定した。
なお，Ａには肺雑音はなかったものの，胸部レントゲン検査の結果，左肺にわずか
な陰影が認められた。Ｂ医師は，以前に撮影した胸部レントゲン写真との比較読影
ができなかったため，Ａに対し，次回受診時に新旧レントゲン写真の比較診断を受
けるよう指導した（乙１号証，４号証の３）。
ウ　平成１０年５月２０日，Ａは被告病院で胃カメラの検査を受け，Ａ２段階の胃
潰瘍と診断され，その後，同年１０月１０日までの間は，原告が内服薬の投薬を受
けるため被告病院に来院していた（乙１号証）。
エ　平成１０年１０月１０日，Ａは，２か月前から，めまい，咳，血痰がみられ，
胸が息苦しく，頭痛，咽頭痛もあると訴えて，被告病院で受診した。被告病院の常
勤医師であり循環器内科を専門とするＣ医師がＡを診察し，以後，Ａの主治医とな
った。Ａは，肺炎の治療並びに結核及び肺癌の検査のため，同日から平成１０年１
０月２４日まで被告病院に入院した（乙１，２，２０号証，証人Ｃ，原告本人）。
入院中の同月２３日，Ａに対し気管支鏡検査が実施され，呼吸器内科を専門とする
非常勤医師のＤ医師がこれを担当した。気管支鏡検査の視診の結果，「左上区入口
部から上舌区分岐部にかけて強い発赤，縦走ヒダの増高が見られ，一見して粘膜下
に強い浸潤があると思われるが，表面には特に腫瘤や，強い狭窄はない。肺癌と末



梢の肺炎ではないか。」との所見が得られたが，病理学的診断の結果はいずれも陰
性であった（乙２，６号証）。
オ　平成１０年１１月６日，Ａは原告とともに被告病院を訪れた。胸部レントゲン
検査が実施されたところ，左肺門部に腫瘤影が認められ，徐々に増大していた（乙
４号証の８，９）。Ｃ医師は，肺癌の可能性を否定できないと判断し，Ａに対し，
被告病院で可能な検査計画として月に１回の胸部レントゲン検査及び喀痰細胞診検
査，並びに３か月に１回の胸部ＣＴ検査及び気管支鏡検査を実施することを説明
し，当面被告病院で検査治療及び経過観察をすることとした（乙１号証）。
カ　その後もＡは咳が止まらない等と訴えて，平成１０年１１月２０日，同月２９
日，平成１０年１２月２日に被告病院で受診し，鎮咳剤などの内服薬の処方を受け
た（乙１号証）。
キ　平成１０年１２月７日，Ａは被告病院で受診し，咳が続き，左胸の下がごろご
ろする，食事ができず，内服薬を飲んでも眠れないと訴え，通院による点滴治療を
毎日受けることを希望した。Ｃ医師が診察すると，左肺雑音，胸膜摩擦音があり，
胸部レントゲン検査を実施したところ，以前と変わらず左肺門部腫瘤影を認めたた
め，Ｃ医師は，当面２週間，毎日，気管支拡張剤，ステロイドの点滴をすることと
し，Ａは平成１１年１月７日までほぼ毎日被告病院で点滴を受けた。その間，平成
１０年１２月１３日，同月１４日，同月１８日の各日に，ＡはＣ医師の診察を受け
た。
ク　平成１１年１月８日，Ａは，気管支鏡検査目的で被告病院に入院し，同日，Ｄ
医師による気管支鏡検査を受けた。気管支鏡検査の視診では，気管には異常がな
く，左主気管支の前壁にやや隆起状の部分があり，色調は蒼白，左上舌区分岐部は
開大し，前壁よりに隆起状変化と発赤と蒼白部分が混在して一部血管怒張も見られ
た。Ｄ医師の診断は肺癌又はリンパ腫であった。翌９日，Ａは被告病院を退院した
（乙３号証）。
ケ　平成１１年１月２２日，Ｃ医師は，被告病院に来院したＡと原告に対し，気管
支鏡検査の病理学的診断の結果，小細胞癌の疑いがある旨告知した（乙１号証）。
コ　平成１１年２月１２日，Ａが被告病院で受診し，胸部レントゲン検査の結果，
左肺門部腫瘤影の増大と軽度の肺炎が認められたので（乙４号証の１４），Ｃ医師
はＡに抗生剤を加えた点滴を行った。
サ　平成１１年２月２４日，Ａは，胸が焼けるように痛い，飲水時むせる，のどが
かすれる等訴えて被告病院で受診した。胸部にわずかに喘鳴，細かな水泡音があ
り，胸部レントゲン検査で左肺門部腫瘤影の増大と肺炎が認められたが，頭部ＣＴ
検査の結果には異常がなかった（乙１号証，４号証の１５及び１６）。Ｃ医師は，
肺雑音，レントゲン検査から肺癌を強く疑い，むせたり咽喉がかすれたりするのは
神経麻痺によるもので胸の痛みは癌性疼痛と診断した。
シ　平成１１年３月３日，Ａの娘が被告病院に来院し，Ａの胸部の疼痛が内服でも
とれず，息苦しさを訴えて咳が出始めると止まらないことをＣ医師に伝えた。Ｃ医
師はＡの娘に，癌性疼痛，リンパ節の膨張，反回神経麻痺が出ていることを考える
とかなり厳しい状況である旨説明した（乙１号証）。
ス　平成１１年３月４日，Ａは愛知県がんセンター（名古屋市ｅ区ｆｇ番ｈ号所
在。以下「がんセンター」という。）で受診し，その後同月８日から平成１１年７
月１０日までの間，がんセンターに入院し，肺小細胞癌との診断の下，抗癌剤，放
射線治療を受けた（甲１２ないし１４，１８号証）。
セ　平成１１年８月１３日，Ａは，被告病院に来院し，Ｃ医師に対し，症状や食欲
も改善して，体重も戻り，がんセンターの主治医から肺癌は完治したとの説明を受
けた旨報告した（乙１号証）。
ソ　その後，Ａは，平成１２年４月１７日，本訴を提起し，同月１９日，肺癌を直
接死因として死亡した（甲１号証）。
(3)　肺癌について
ア　肺癌の初発症状は，咳，痰，血痰，胸痛，呼吸困難及び発熱などであり，最も
頻度の高いのは咳である（甲３号証，１９号証の１）。
イ　種類及び病期の分類について（甲２，４，２６号証，乙８，１０，１１号証）
(ア)　肺癌の基本的な組織型は，腺癌，扁平上皮癌，腺扁上皮癌，大細胞癌及び小
細胞癌等から成る。このうち，小細胞癌は，我が国の肺癌全体の１５パーセント前
後を占めるものであり，他の肺癌と比較して，一般的に進行が非常に速い。
(イ)　肺癌の病期（ステージ）については，平成１１年ころまでは，大きく次のと
おり分類されていた。



Ⅰ期；癌が発生部位にだけ限局し，近くのリンパ節にも及んでいないもの。
Ⅱ期；癌が発生部位と最も近傍にあるリンパ節にしか及んでいないもの。
Ⅲ期；癌が左右の肺に挟まれた中心部にあるリンパ節にまで及んでいるもの。この
うち，同じ側の縦隔リンパ節等に転移している場合をⅢ期ａ，反対側の縦隔リンパ
節等にまで転移している場合をⅢ期ｂという。
Ⅳ期；遠隔転移があるもの。
ウ　診断方法について（甲３，６，７号証，１９号証の１，２６号証，乙７ないし
１１号証，１５，１７，１８号証）
(ア)　胸部単純レントゲン写真の読影を行い，年齢５０歳以上で喫煙指数（１日の
本数×喫煙年数）が高い等，患者が肺癌のハイリスクグループに属する場合には喀
痰細胞診を併用する。
(イ)　胸部単純レントゲン写真で異常影が認められた場合，胸部ＣＴ検査を行い，
また，補助診断として腫瘍マーカー検査を実施する。この腫瘍マーカーは，癌細胞
がつくる，又は非癌細胞が癌細胞に反応してつくる物質のうちで，癌の存在，細胞
の種類とその量を反映する指標となるものであり，肺癌に使用される腫瘍マーカー
としては，ＣＥＡ，ＳＬＸ，ＳＣＣ，ＮＳＥ及びＰｒｏＧＲＰがあり，ＣＥＡ及び
ＳＬＸは腺癌で，ＳＣＣは扁平上皮癌で，ＮＳＥ及びＰｒｏＧＲＰは小細胞癌でそ
れぞれ特異性が高いとされている。
(ウ)　以上の検査によって肺癌であるか否かを推測することはできるが，肺癌が疑
われる場合，最終的には，気管支鏡検査を行って組織や細胞を採取し病理学的検査
を行う。小病変や経気道的に適切な組織が得られない場合には，ＣＴガイド下に経
皮的肺針生検を行う。
(エ)　以上の検査でも確定診断が得られないが，肺癌を否定することができない場
合には，胸腔鏡下肺生検（通常，胸壁を数か所小切開し，胸腔鏡画像をビデオモニ
ターで観察しながら行う肺生検）又は開胸肺生検（開胸手術を行い，肺全体を肉眼
的に観察し，必要なだけ検体を採って行う肺生検）を行って病理組織検査を実施す
る。
２　争点
(1)　平成１０年５月７日の診察時（以下「本件初診時」という。）及び同日から平
成１０年１０月１０日までの間における注意義務違反の有無
（原告の主張）
ア　被告病院の医師らの注意義務
被告病院は，Ａと被告との間で締結された診療契約及び医療法１条の２に基づき，
肺癌の典型的な進行症状が出現する前であっても，当該患者が肺癌に関するハイリ
スクグループに属する患者であって，少しでも肺癌の初発症状といわれる症状があ
れば，当該患者に対し肺癌に関する精密検査を実施するか，がんセンターのような
専門病院での受診や検査を強く勧告すべき注意義務，及び肺癌の存否，進行状況に
関するフォロー義務（追跡検査をしつつ，肺癌の発見やその疑いに対処して，予
防・進行阻止・治癒などの適切な診療をする義務）を負う。
イ　被告病院の医師らの注意義務違反
本件初診時において，Ａはハイリスクグループに属する年齢５８歳及び喫煙指数の
高かったものであったことに加え，①レントゲン写真の肺門部の異常影，②咳き込
み，③胸痛（胃潰瘍で被告病院に通院していた平成７年４月２６日時点の症状とは
異質の痛みと考えられるから，本件初診時にＡが訴えた痛みは胸痛である。）とい
う肺癌の初発症状が３つもあったことからみて，肺癌の可能性を掌握することは，
被告病院の医師らにとって容易なことであった。しかるに，被告病院の医師らは，
レントゲン写真については，前方と横の２方向から撮影すべきであり，また，撮影
したレントゲン写真は見落としがないように，１人が写真を見て，更にもう１人が
それを見直すという二重読影を行うべきであるにもかかわらず，これらを怠るとい
う不適切なレントゲ
ン撮影及び読影方法を用い，さらに，肺癌発見の初歩である新旧レントゲン写真の
比較すら行わず，専門病院での受診，検査を強く勧告すべき注意義務を怠り，平成
１０年１０月１０日にＡが再来院するまで何も勧告せずに放置した。
（被告の主張）
被告病院の医師らは，本件初診時にＡに対して再診察を受けるよう話し，その後も
原告に対し，Ａ自身が受診するよう指導していた。本件初診時が初回の診察であっ
たこと，諸症状が深刻でなかったこと，撮影したレントゲン写真自体に肺癌を明確
に疑わせるほどの異常影は認められなかったことからすれば，被告病院の医師ら



は，Ａや原告に対して前記指導をしたことで，本件初診時及びそれから平成１０年
１０月１０日までの間に診療契約上の義務を尽くしている。なお，本件初診時にＡ
が訴えた痛みは，みぞおちの痛みであって胸痛ではない。
(2)　早期に肺癌の確定診断をしなかった注意義務違反の有無
（原告の主張）
ア　被告病院の医師らは，可及的速やかに肺癌の確定診断をすべき注意義務を負っ
ていたところ，平成１０年１０月１０日から同月２４日までの入院期間中に，Ａの
症状を総合し，経皮的針生検あるいは細胞診を行うことで，肺癌の確定診断をする
ことは十分可能であったし，するべきであった。遅くとも，平成１０年１１月９日
の時点で肺癌の確定診断をすべきであり，その上で，Ａや原告にこれを告知し，イ
ンフォームドコンセントを得た上で，放射線療法，化学療法などの適切な治療を開
始すべきであったのに，被告病院の医師らは前記入院当初から肺炎だけを疑い，前
記確定診断をしなかった。
イ　肺小細胞癌に特有の有用な腫瘍マーカーとしてＰｒｏＧＲＰがあるところ，平
成１１年３月９日の時点で，ＡのＰｒｏＧＲＰが３４９であったことからすれば，
平成１０年１０月の被告病院での入院期間中でも，ＡのＰｒｏＧＲＰは１００を超
える高値を示していた蓋然性が高い。そうすると，組織診，細胞診などから病理学
的な確定診断が得られなくとも，ＰｒｏＧＲＰ検査を行い，Ａに見られた臨床上の
諸症状と合わせて考察すれば，肺癌との診断をすることは容易であり，ヘリカルＣ
Ｔを併用すればさらに確定診断が容易であった。しかるに，被告病院の医師らは，
ＰｒｏＧＲＰ検査やヘリカルＣＴの実施を怠り，確定診断をしなかった。
（被告の反論）
ア　肺癌の診断について，レントゲンやＣＴの画像診断，気管支鏡視診，腫瘍マー
カーは間接所見にすぎず，確定診断をするためには，細胞診または組織診によって
病理学的な確定をする必要がある。ＰｒｏＧＲＰは，本件当時，肺小細胞癌の腫瘍
マーカーとして一般的なものではなく，また，本件ではレントゲン検査や一般のＣ
Ｔ検査で肺癌を疑わせる腫瘍を発見できたのであるから，ヘリカルＣＴを実施する
必要もなかった。
イ　被告病院においては，平成１０年１０月１０日から同月２４日の入院中及び平
成１０年１１月９日の時点において，Ａにつき，肺癌であるとの確定診断をするの
は，以下の(ア)ないし(ウ)の理由により不可能であった。
(ア)　被告病院では，Ａに対し，胸部レントゲン及びＣＴ検査，腫瘍マーカー検
査，喀痰細胞診，気管支鏡検査を実施したが，腫瘍マーカーの値は間接所見として
癌を強く疑わせるほどのものではなく，平成１０年１０月２３日の気管支鏡検査に
おける細胞診等の結果も陰性であった。
(イ)　レントゲン検査，ＣＴ検査及び気管支鏡視診等で肺癌の疑いがある以上，さ
らに開胸肺生検，開胸リンパ節生検を行い，迅速な確定診断をする必要があるが，
被告病院には上記の開胸肺生検等の検査を実施する設備がない。また，Ａのように
左肺門部に病変がある場合，経皮的肺針生検や細胞診は，心臓や大血管を傷つける
危険が大きいので，より安全な他の検査方法がある以上，あえて行うべきものでは
ない。
(ウ)　被告病院の医師らは，平成１０年１１月６日，Ａと原告に対し，肺癌の疑い
が残るため，がんセンターなどの大病院で精査を受けるよう転医勧告したが，Ａと
原告は，これを拒否し，被告病院での検査，治療の継続を希望した。
ウ　平成１１年１月８日に実施した気管支鏡検査においても，生検，擦過細胞診及
び気管支洗浄液細胞診とも，陽性の結果は出ず，肺癌の確定診断はできなかった。
エ　仮に肺癌の確定診断ができたとしても，被告病院には放射線治療の設備はない
から，がんセンター等の専門病院への転医勧告をするほかなかった。
(3)　積極的に治療を開始しなかった注意義務違反の有無
（原告の主張）
病理学上の確定診断を欠くが，臨床的には肺癌が強く疑われる場合，あるいは，肺
癌を否定できない場合には，患者本人のインフォームドコンセントを得た上で，積
極的に治療を開始すべきである。事実，Ａの転医先のがんセンターにおいては，病
理組織検査で悪性の証拠が出ていないのに，化学療法及び放射線療法の治療が開始
されている。被告病院の医師らが，病理組織検査で悪性の証拠が出ないという理由
だけで，無為の時間を過ごしたことは，Ａに対して診療契約上の義務を負うものと
して到底許されないことである。
（被告の主張）



肺癌については，病理組織検査によって確定診断をした上で，治療行為を行うのが
基本である。
被告病院が，病床数５２床の一般病院であり，癌治療に係る設備を有していないこ
と，癌の疑いのある患者には転医勧告をするのが通常であること，Ａについては肺
癌を強く疑い転医勧告していたこと等からすれば，被告病院にて治療を開始しなか
ったことにつき，過失はない。
がんセンターは，癌治療の専門病院であり，治療設備が整い，専門医がいることか
ら，補助診断で小細胞癌のⅢ期ｂまで進行していると判断し，確定診断がつかなく
ても治療に踏み切ったものと推測される。
(4)　転医勧告義務違反の有無
（原告の主張）
ア　被告病院の医師らは，診療の初期（平成１０年５月７日，同月２０日）におい
て，Ａに対し，非専門病院として万全の診療ができないことを告知し，がんセンタ
ー等への転医を勧告する義務があったのに，これを怠った上，肺癌の検査勧告をす
ることもなく放置しつつ，同年９月下旬まで対症療法の投薬だけの診療を続けた。
イ　さらに，平成１０年１０月１０日の再診においても，転医勧告義務を怠り，呼
吸器専門医が常住せず，先進的検査設備及び癌治療の設備のないことをＡに告知し
ないまま，非専門医のＣ医師を主治医としてあてがいつつ，検査入院を勧めて同日
に入院させ，その後も，確定診断をつける自信がないまま無為に時間を過ごして，
平成１１年１月２２日まで肺癌疑いの告知を遅らせた。
ウ　検査のための入院期間中やその後の診療過程において，ＡはＣ医師に肺癌では
ないかという疑問を再三投げかけていたのに，Ｃ医師はこれを否定し，退院後の平
成１０年１２月１４日の外来受診時も，肺癌の可能性の告知や，がんセンターで受
診するようにといった明確な助言をしなかった。同月２０日ころになって突然同医
師から肺癌かもしれないと告知されたが，他の病院を紹介するなどの助言はなかっ
た。
エ　Ｃ医師がＡに「大きい病院かがんセンターはどうか。」と勧めたことはある
が，何ら具体的根拠を示さず，また，同医師が呼吸器疾患の専門医でないことも告
げなかった。このように告知の内容が不明確な場合，患者は適切な意思決定をする
ことができないから，転医勧告がなされたものと評価することはできない。適切な
転医勧告がなされていれば，Ａは，経済的な問題にかかわらず，専門病院に転医し
ていた。
（被告の反論）
Ｃ医師は，Ａと原告に対し，平成１０年１１月６日に，肺癌の疑いがあることを告
げて，被告病院では実施不可能な精査を受けるために専門病院へ転医するよう勧告
し，その後も引き続き勧告して転医勧告義務を尽くしている。
(5)　専門病院との連携義務違反の有無
（原告の主張）
ア　医療法１条の４第３項は，医療提供施設において診療に従事する医師らは，医
療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため，情報提供等の必要な
措置を講ずるよう努めなければならない旨定めている。肺小細胞癌のダブリングタ
イムは平均３３日であるから，迅速な確定診断が必要であり，致命的な合併症・有
害事象が起こり得ることから，肺癌を疑った時点で，直ちに専門施設と密接な連携
の下に診療を進めるべきである。
イ　平成１０年１０月２３日の気管支鏡検査の結果，肺癌の疑いが濃厚となった
が，Ａが地理的経済的理由で被告病院での治療を希望しているならば，呼吸器に関
する専門の医師や設備を十分に持っていない被告病院としては，がんセンター等の
専門病院と連携して適切な検査，診断，治療を進めるべき義務があったのに被告病
院はこれを怠った。
なお，被告病院が前記義務を履行できないのであれば，最初から，Ａの治療，入院
を受け入れずに，他の専門病院での受診を勧めるべきであったのに，被告病院はこ
れを怠った。
（被告の主張）
医師が自ら適切な治療や検査ができないときには，医師は患者に対して，適当な診
療機関に転医すべき旨を説明し，勧告すべき診療契約上の注意義務を負うが，同義
務は，転医勧告義務を尽くすことで足り，自己決定権の行使によりそれを拒絶した
患者に対し，専門的施設と連携して適切な診療を進めるべき義務を負うことは到底
考えられない。被告病院の医師らは，Ａに対し，転医勧告をしており，前記の診療



契約上の注意義務は尽くしている。
(6)　因果関係
（原告の主張）
被告病院ないし同病院の医師らが，前記(1)ないし(5)の注意義務に従い，Ａの肺癌
を疑って早期に転医勧告，確定診断等の適切な診断治療を行なっていれば，Ａの肺
癌は，早期に発見され，治療の上治癒した可能性が高い。
しかるに，被告病院の医師らは，前記注意義務を怠り，Ａの肺癌（小細胞癌）がⅢ
期ｂまで進行する間，無為に時間を過ごし，その結果，肺癌の早期発見の機会を失
わせ，治癒の可能性を喪失させた。
（被告の主張）
因果関係に関する原告の主張は争う。
(7)　延命利益の喪失（予備的主張）
（原告の主張）
被告病院の医師らの前記注意義務違反とＡの死亡との間に因果関係が認められない
としても，次のとおり，Ａは延命利益を侵害された。
ア　本件初診時以降，被告病院の医師らが前記注意義務を遵守して，追跡検査，精
密検査等を実施し，平成１０年６月又は７月の時点で極めて初期の段階の肺癌が発
見されていれば，Ａは，９０ないし１００パーセントの確率でその後５年間は生存
できたが，同医師らの注意義務違反により，Ａは上記延命利益を喪失した。
イ　前記アの時点で肺癌が発見されなかったとしても，平成１０年１０月の時点で
肺癌の確定診断がなされていれば，６０ないし７０パーセントの確率でその後５年
間は生存できたが，被告病院の医師らの注意義務違反により，Ａは上記延命利益を
喪失した。
（被告の主張）
ア　原告の前記主張は時機に後れた攻撃方法の提出であるから，民事訴訟法１５７
条１項に基づき却下を求める。
イ　原告の前記主張は否認する。
本件初診時以降の受診指導に従わず受診の機会を放棄したのはＡ自身であり，これ
に関し被告が責任を負うものではない。また，平成１０年１０月の時点で，被告病
院において肺癌の確定診断をすることは不可能であり，被告病院の医師らは，これ
を踏まえて，Ａに対し，転医勧告義務を尽くしており，被告には診療契約上求めら
れる注意義務の違反はない。
(8)　がんセンターへの転医が無意味であるという趣旨の不適切な説明の有無
（原告の主張）
医療法１条の４第２項は，医師らが医療を提供するに当たって適切な説明を行う義
務を定めているから，被告病院の医師らは，患者にいたずらな混乱と苦悩をもたら
すような軽率，不用意な発言をすべきでない注意義務を負っていたというべきであ
る。ところが，Ｃ医師は，平成１１年３月３日に，Ａの娘に対し，がんセンターへ
の転医は無意味で役立たないという趣旨の説明をすることにより，Ａに対して大き
な精神的苦痛を与えた。
（被告の主張）
原告の前記主張は否認する。
Ｃ医師は，医学的に判断，推測できる事項をＡの娘に説明したものであり，治療を
しても意味がないとの趣旨の発言ではない。また，Ａに直接説明したものではな
く，Ａに精神的打撃を与える発言ではない。
(9)　損害
（原告の主張）
ア　被告病院の前記過失により，Ａは以下の損害を被った。なお，本訴請求は一部
請求である。
(ア)　①上記過失と死亡との間に因果関係がある場合における死亡慰謝料２０００
万円，②上記因果関係が認められない場合における前記(7)の原告主張のア又はイに
よる延命利益の喪失に対する慰謝料８００万円
(イ)　不適切な説明による精神的苦痛に対する慰謝料１００万円
(ウ)　弁護士費用１００万円
イ　原告は，唯一の包括受遺者としてＡの地位を単独で承継した。
（被告の主張）
原告の前記アの各主張は争う。
第３　当裁判所の判断



１　被告病院におけるＡの診療経過等について
前記前提となる事実，当事者間に争いのない事実，甲１，３，６，７，１１ないし
１４，１８，２６号証，乙１ないし３，４号証の１ないし１６，５号証の１ないし
１１，６，７，１２及び１３号証の各１ないし２０，１６ないし１８，２０号証，
証人Ｃの証言及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば，以下の事実を
認めることができる。
(1)　Ａは，平成５年ころから被告病院にて主として胃潰瘍のため断続的に診察，検
査及び治療を受けており，平成９年１０月２５日には，発熱，頭痛，胃痛，吐き気
等を訴えて被告病院で受診し，感冒及び胃炎と診断されて，平成１０年３月１９日
までの間に，数回，診察や投薬を受けていた（乙１号証）。
(2)　平成１０年５月７日，Ａは，胃潰瘍の内服薬が切れるとムカムカする，胃痛が
あり調子がよくないということを主訴として被告病院に来院し，Ｂ医師の診察を受
けた。Ａは，同年４月末から咳は出るが，痰は出ず，熱もないと言い，喫煙量が１
日当たり１００本であるとＢ医師に述べた。Ｂ医師が胃部及び腹部の聴診及び触診
を行ったところ，肺雑音はなかったが，みぞおち辺りに自発痛及び圧痛が認められ
た。Ｂ医師は，胃潰瘍の再発と診断し，成人検診を行うとともに胃カメラによる検
査を同年５月２０日と予定し，消化性潰瘍治療薬を処方した。胸部レントゲン検査
を実施した結果，左肺にわずかな陰影が認められたため，Ｂ医師は，異常影か否か
を判断するため，平成６年ころに被告病院で撮影したＡの胸部レントゲン写真と比
較する必要があると
考えたが，当日直ちにこれを行うことができなかったので，Ａに対し，成人検診の
結果を聞きに次回受診した際に，以前のレントゲン写真との比較診断を受けるよう
説明し，同時にタバコの量を減らすようにとの指導を行った。そして，カルテに
「成人検診の結果とともにｃｈｅｃｋお願いします。」と記載して，次回診察を担
当する医師に申し送りをした（乙１号証，４号証の１ないし３）。
同月２０日，Ａは被告病院で胃カメラの検査を受けた。同日は検査のみの予約であ
ったため診察は受けなかった。胃カメラ検査の結果，胃角部上にＡ２段階の潰瘍が
認められた（乙１号証）。
その後，平成１０年６月１７日，同月２７日，平成１０年７月６日，同年８月２７
日，同年１０月７日の各日に，原告のみがＡの内服薬の投薬を受けるために被告病
院を訪れた。被告病院の看護婦は，Ａが同年５月７日以後一度も受診していないこ
とから，同年１０月７日，投薬を受けに来た原告に対し，次回はＡ自身が受診する
よう指導した（乙１号証）。
(3)　平成１０年１０月１０日，Ａは，２か月前からめまい，咳，血痰がみられ，胸
が息苦しく，頭痛，咽頭痛もあると訴え，被告病院で受診し，Ｃ医師の診察を受け
た。聴診の結果，肺雑音は認められなかったものの，Ａの症状の激しさや血痰が出
ること，たばこを１日１００本吸っていること等の事情を総合して，Ｃ医師は，肺
炎と診断するとともに，肺結核及び肺癌の疑いがあるため，検査が必要であると判
断した。Ｃ医師はＡと原告に対し，入院して肺炎の治療並びに肺結核及び肺癌の鑑
別診断のための検査を行うよう勧めたところ，Ａは，これを了承し，同日から平成
１０年１０月２４日まで被告病院に入院した（以下「１回目の入院」という。乙
１，２，２０号証，証人Ｃ，原告本人）。
同月１２日，胸部レントゲン検査を実施したところ，左肺門部に気管支空気像を伴
う斑状影が認められ，Ｃ医師は肺炎によるものと診断した。また，左肺門部に腫瘤
影が認められ，リンパ節の腫大か腫瘍が疑われた（乙２号証，４号証の４及び
５）。同日実施した胸部ＣＴ検査でも，左肺門部に気管支空気像を伴う肺炎像及び
左肺門部リンパ節腫大もしくは腫瘍を疑わせる像が認められた（乙２，５号証の１
及び２，２０号証）。
Ａの肺炎については，当初，発熱はないものの激しい乾性咳が出て，のどから胸に
かけての痛みや頭痛があり，食事も満足に取ることができない状態であったが，点
滴，内服，吸入等の治療により徐々に軽快していった。
同月１６日の胸部レントゲン検査では，肺炎像は消退してきているが左肺門部の腫
瘤影は残っており，その原因として肺炎後の器質化，肺結核又は肺癌が考えられた
ため，Ｃ医師は，気管支鏡検査を実施する必要があると判断した。同日，Ｃ医師は
Ａと原告に対し，「肺炎は軽快してきているが，左肺門部の腫れが残っているた
め，肺炎後の器質化なのか，肺結核，肺癌によるものなのか調べましょう。気管支
鏡検査をしましょう。」と説明したところ，Ａはこれを了承した。（乙２，４号証
の６，２０号証，証人Ｃ，原告本人）。



同月１１日から同月１４日にかけて，Ａに対しツベルクリン反応検査，喀痰抗酸菌
塗抹検査及び喀痰結核菌群核酸増幅同定検査が実施されたが，結果はいずれも陰性
であったため，結核の可能性は否定的となった（乙２号証）。また，同月１７日に
腫瘍マーカー検査を行ったところ，ＣＥＡは５．５ｎｇ／ｍｌ（基準値５．０以
下），ＳＣＣは１．４ｎｇ／ｍｌ（基準値１．５以下），ＮＳＥは８．３ｎｇ／ｍ
ｌ（基準値７．７以下），ＳＬＸは４１ｎｇ／ｍｌ（基準値３８未満）であった
（なお，基準値は使用する測定法により異なるが，上記の基準値は乙２号証６８頁
の検査報告書の記載による）。
同月２１日の胸部ＣＴ検査では，左肺門部の肺炎像は消退してきているが，左肺門
部のリンパ節腫大又は腫瘍を疑わせる像については変化が認められなかった（乙２
号証，５号証の３ないし６）。
同月２３日，Ｄ医師の担当の下で気管支鏡検査が実施された（以下「１回目の気管
支鏡検査」という。）。被告病院においては，同検査の結果，癌と診断されれば，
Ａに告知する方向で検討されていた。同検査の視診では，「左上区入口部から上舌
区分岐部にかけて強い発赤があり，縦走ヒダの増高が見られ，一見して粘膜下に強
い浸潤があると思われるが，表面には特に腫瘤や，強い狭窄は認められない。」と
の所見であり，Ｄ医師は，肺癌と末梢の肺炎ではないかと診断した。また，同検査
では，左上区分岐部及び左上舌区分岐部４か所から生検を採り，その他，擦過細胞
診，乾燥細胞診及び吸痰細胞診を実施した（乙２，６，１２，２０号証）。
同月２４日の退院の際，Ｃ医師は，Ａと原告に対し，気管支鏡検査の結果が届くの
に数日かかるため，平成１０年１１月６日の外来診察で結果を説明する旨告げ，そ
の説明に時間をかけるため，同日のＡの診察予約を通常の予約１件当たりの時間の
２倍の時間を用意することとした（乙２，２０号証，証人Ｃ）。
同年１０月末ころ，１回目の気管支鏡検査の病理学的診断結果が出た。それによる
と，左上舌区分岐部及び左上区のＢ１＋２，Ｂ３の分岐部の生検は４組織とも陰性
であり，左上区のＢ１＋２ａ，Ｂ３ｂの擦過細胞診ではアルペスギルスを思わせる
真菌が認められたが病理学的診断は陰性であり，左上区の気管支洗浄液も３検体と
も陰性であった（乙２号証）。
(4)　平成１０年１１月６日，Ａは原告とともに被告病院を訪れた。
同日，胸部レントゲン検査を実施したところ，左肺門部に腫瘤影が認められ，以前
と比較して徐々に増大していた（乙４号証の８，９）。Ｃ医師は，Ａについて，胸
部レントゲン検査及び入院中の検査結果から，肺結核は否定できるが，肺癌の可能
性は否定できず，肺真菌症の有無は経過観察を要するものと診断し，被告病院で実
施可能な検査だけではこの時点での肺癌の診断には不十分であり，迅速な確定診断
をつけるためにはがんセンター等での精査の必要があると判断した。そこで，Ｃ医
師は，Ａと原告に対し，１回目の入院中の諸検査結果やＤ医師の所見等について説
明し，病理学的診断上は悪性の証拠はないものの肺癌の疑いが残る旨を告げて，が
んセンターなど大きな病院で精査を受けることを勧めた。しかし，Ａらはこの勧め
に応じず，引き続き
被告病院での検査，治療を希望したので，Ｃ医師は，当面，被告病院でＡの検査治
療及び経過観察をすることとし，被告病院で実施可能な検査計画として，月に１回
の胸部レントゲン検査及び喀痰細胞診検査と，３か月に１回の胸部ＣＴ検査及び気
管支鏡検査を実施することとし，その旨Ａらに対して説明した（乙１，２０号証，
証人Ｃ）。
(5)　平成１０年１１月２０日，Ａは被告病院で受診し，咳が止まらず眠れないと訴
えた。胸部に異常音は認められなかったが，胸腹部，背部に小さな紅斑が多数あっ
た。胸部レントゲン検査を実施し，Ｃ医師は肺炎後の器質化と肺癌の疑いがあると
診断し，鎮咳剤，去痰剤，鎮痛剤，抗潰瘍剤，睡眠剤の内服薬を処方した（乙１号
証，４号証の１０及び１１）。
同月２９日，Ａはのどの痛み，胸痛，頭痛を訴えて受診し，点滴を受けた（乙１号
証）。
平成１０年１２月２日，Ａは，咳，不眠，胸痛等を訴えて受診した。Ｃ医師が聴診
したところ，左胸背部辺りにわずかに細かい水泡音が認められ，気管支炎と肺癌の
疑いと診断した。食事が取れないとの訴えもあったため，食事が取れないなら入院
治療も必要であると話し，点滴を実施したが，その間もＡの咳込みはひどく，胸が
痛いとの訴えもあった（乙１号証）。
同月７日，Ａは，咳が続き，左胸の下がゴロゴロする，食事がとれず，内服薬を飲
んでも眠れないと訴えて受診し，通院による点滴治療を毎日受けたい旨希望した。



左肺に粗い水泡音，胸膜摩擦音が認められ，胸部レントゲン検査の結果，以前と変
わらず左肺門部腫瘤影が認められた。Ｃ医師は，胸膜炎が発症しており，引き続き
肺癌の疑いがあると診断し，当面２週間，毎日，気管支拡張剤及びステロイドの点
滴をすることとした。Ｃ医師は，原告に対し，「入院中とその後のデータ及び経過
からは，やはり肺癌が一番考えやすい。専門病院でなく被告病院での治療を希望す
るので，以前の計画どおりレントゲン検査，気管支鏡検査，痰検査を進めていきま
しょう。」と説明した（乙１号証，４号証の１２及び１３）。
その後，平成１１年１月７日までほぼ毎日，Ａは被告病院で点滴を受けた。その
間，平成１０年１２月１３日，同月１４日及び同月１８日の各日にＡはＣ医師の診
察を受けた。同月１３日の診察の際，Ｃ医師は，平成１０年５月７日，同年１１月
６日及び同年１２月７日に撮影した各胸部レントゲン写真を比較したところ，左肺
門部の腫瘤影が増大していることが明らかとなったため，平成１１年１月に実施予
定の気管支鏡検査の日程を具体的に決めることとした。そして，平成１０年１２月
１８日，Ｄ医師が胸部ＣＴ検査を実施したところ，左肺門部の腫瘤影が以前より増
大していたほか，前縦隔にも腫瘍を疑わせる陰影が認められ，肺癌の疑いが強まっ
たため，Ｄ医師も気管支鏡検査又は開胸リンパ節生検が必要と判断した。そこで，
Ｃ医師は，Ａと原告に
計画どおりに気管支鏡検査を実施する旨説明し，同検査を平成１１年１月８日に予
定するとともに，引き続き２週間点滴をすることとした（乙１号証，５号証の７な
いし１１，２０号証）。
(6)　平成１１年１月８日，Ａは，被告病院に入院し（以下「２回目の入院」とい
う。），同日，Ｄ医師による気管支鏡検査を受けた（以下「２回目の気管支鏡検
査」という。）。視診では，気管に異常がなく，左主気管支の前壁にやや隆起状の
部分があり，色調は蒼白，左上舌区分岐部は開大し，前壁よりに隆起状変化と発赤
と蒼白部分が混在しており，一部血管怒張も見られた。Ｄ医師は，悪性の可能性が
高く，肺癌かリンパ腫ではないかと診断した。翌９日，Ａの退院の際，Ｃ医師は，
気管支鏡検査の結果を説明をするため同月２０日に受診するようＡと原告に話した
（乙３，２０号証）。
２回目の気管支鏡検査の病理学的診断の結果，左上舌区分岐部より３か所の生検の
病理組織診断はすべて小細胞癌の疑いで要精査とされたが，左Ｂ３ａとＢ３ｂ＋ｃ
の分岐部より１か所の生検，左上区のＢ１＋２ａ，Ｂ３ｂの擦過細胞診，抗酸菌塗
抹検査はいずれも陰性であり，また，左上区よりの気管支洗浄液についても，細胞
診，抗酸菌塗抹検査，抗酸菌培養検査及び一般細菌塗抹検査のいずれも陰性であっ
た（乙３号証）。
(7)　平成１１年１月２０日，原告のみが２回目の気管支鏡検査の結果を聞きに被告
病院を訪れたが，Ｃ医師は，Ａ本人も同席の上で検査結果を報告し，今後の対応に
ついて相談すべきであると判断し，同月２２日に再度来院するよう求めた（乙１，
２０号証）。
同月２２日，Ａと原告とが被告病院を訪れた。Ｃ医師は，Ａと原告に対し，２回目
の気管支鏡検査で小細胞癌の疑いとの結果が出たこと，肺癌の確定診断をするため
には精査を要すること，今後，より高度の精査となると開胸肺生検も必要となり，
かなり侵襲的になること等を説明し，今後の対応について相談した。Ａが「そこま
での検査は望まず，今の咳さえ止めてもらえればよい。」旨答えたので，Ｃ医師
は，被告病院では症状を楽にする努力はするが，被告病院で検査するだけでは調べ
きれないまま命を亡くすこともあるかもしれない旨説明してＡの意思を再度確認し
たが，Ａの意向は変わらなかったため，Ｃ医師は，今後も被告病院でＡに対し保存
的治療を行っていくこととした。また，被告病院では，Ａらの経済状態が苦しいこ
とを以前から聞いてお
り，被告病院の診療費にも未払分があったため，同日，被告病院のケースワーカー
がＡらの経済的な問題を解決するために原告と面談し，その結果，被告病院に対す
る同月の支払を保留とすることとした（乙１，２０号証，証人Ｃ）。
(8)　平成１１年２月１２日，Ａは，咳と胸痛を訴えて被告病院で受診した。胸部に
雑音はなかったが，胸部レントゲン検査の結果，左肺門部腫瘤影の増大と軽度の肺
炎像が認められたため抗生剤を加えた点滴を行った（乙１号証，４号証の１４）。
同月２４日，Ａは，胸が焼けるように痛い，飲水時にむせる，喉がかすれる，胸痛
をなんとかしてほしい等と訴えて受診した。咳はひどく，左胸背部にわずかに喘
鳴，細かな水泡音があり，胸部レントゲン検査の結果，左肺門部腫瘤影の増大と肺
炎が認められた（乙１号証，４号証の１５及び１６，２０号証）。脳に癌が転移し



ている可能性もあることから，念のため頭部ＣＴ検査も実施したが，異常はなかっ
た（乙１号証）。Ｃ医師は，肺雑音，レントゲン検査結果から肺癌を強く疑い，む
せたり咽喉がかすれるのは神経麻痺によるものであり，胸の痛みは癌性疼痛と診断
した。Ｃ医師は，Ａと原告に対し，肺癌が強く疑われる旨告げた上，外来でもよい
からがんセンターで受診することを強く勧めたところ，Ａがこれを決意したので，
同月２７日，Ｃ医師は
，Ａの治療経過等を記載したがんセンターへの紹介状を作成し，平成１１年３月１
日，原告に交付した（乙１，２０号証）。
(9)　平成１１年３月２日，原告が被告病院を訪れ，看護婦に対し，同年２月２４日
に処方された２週間分の内服薬を１週間で服用してしまった，Ａの一番の訴えは胸
の痛みであり何とか楽にさせてやりたい旨訴えたため，看護婦は１日分の内服薬を
処方し，翌３日に再び原告に来院してもらいＣ医師と鎮痛剤等について相談しても
らうこととした（乙１号証）。
同月３日，Ａの娘が被告病院を訪れ，Ｃ医師にＡの胸部の疼痛が内服でもとれず，
息苦しさを訴えて咳が出始めると止まらない状態であることを話した。Ｃ医師は，
Ａの娘に対し，癌性疼痛，リンパ節の膨張等を考えるとかなり厳しい状況であるこ
と，この段階では，入院での最終ステージとしての疼痛コントロールの状況と考え
られること，がんセンターへの紹介状も役に立たない段階とも考えられること等を
説明し，Ａと原告ががんセンターの受診を望んでいることを確認した上で，痛みを
コントロールするためには今後入院しかない旨説明した。また，Ｃ医師は，Ａの娘
からＡの予後について問われたため，平成１０年１０月からの検査結果や状態から
考えても厳しい病状であり，平成１１年４月か５月ころまでの余命ではないかと説
明した（乙１号証）
。
(10)　平成１１年３月４日，Ａはがんセンターで受診し，同月８日，がんセンター
に入院した。同月１２日に実施された気管支鏡検査の結果でも悪性の証拠は認めら
れなかったが，Ａの主治医となったがんセンターのＥ医師は，Ａについて，肺小細
胞癌のⅢ期ｂと診断し，同月１７日，Ａと原告に対しこれを告知した。Ｅ医師は，
Ａと原告に，無治療であれば３か月程度で死亡してしまうが，抗癌剤治療及び放射
線治療を行うと５年生存率２０パーセントの成果も得られているため，治療する価
値があることを説明し，Ａらの同意を得て，抗癌剤による化学療法及び放射線治療
を施行していく方針をとることにした。その後，平成１１年７月１０日までの間，
Ａはがんセンターに入院して治療を受け，退院後は外来で診察を受けた（甲１１な
いし１４号証）。
(11)　平成１１年８月１３日，Ａは被告病院に来院し，Ｃ医師に対し，症状が改善
し，食欲もあり，体重も戻ってきたこと，がんセンターの主治医から肺癌が完治し
たとの説明があったことを話した（乙１号証）。Ｃ医師は，奇跡そのものだと驚
き，回復を喜ぶとともに，再発の可能性もあるのでがんセンターの診察を受けるよ
う指導した。
(12)　Ａは，本訴提起後の平成１２年４月１９日，肺癌を直接死因として死亡し
た。
２　争点(1)（本件初診時及び平成１０年１０月１０日までの間における注意義務違
反の有無）について
(1)　本件初診時における注意義務違反の有無について
原告は，本件初診時に被告病院の医師らがＡについて肺癌の可能性を認識すること
は容易であったのにこれを認識せず，肺癌に関する精密検査を実施すべき義務又は
専門病院での検査等を強く勧告すべき義務を怠ったと主張する。
ア　本件初診時におけるＡの症状
カルテ（乙１号証）によれば，本件初診時のＡの主訴は胃の不調であり，肺癌の初
発症状である咳及び咳き込みの訴えはあるものの，痰やその他の症状の訴えはなか
ったものと認めることができる。なお，原告は，本件初診時にＡが胸痛を訴えてい
た旨主張するが，乙１，２５号証及び証人Ｃの証言によれば，Ａが痛みを訴えたの
は，胸部ではなく心窩部と認めるのが相当である。
イ　胸部レントゲン写真の陰影について
乙１号証，４号証の３によれば，本件初診時の胸部レントゲン検査の結果，左肺門
部に陰影が認められ，これについてＢ医師が異常影の可能性も考慮した事実を認め
ることができる。しかし，新旧のレントゲン写真の比較読影は次回受診時に行うこ
ととしたＢ医師の対応，本件初診時の胸部レントゲン写真には肺癌を明確に疑わせ



るような異常は認められない旨の証人Ｃの証言，及び，本件初診時と平成６年１月
２０日の胸部レントゲン写真を比較しても大きな変化は認め難いこと（乙４号証の
１及び３，証人Ｃ）からすれば，本件初診時の胸部レントゲン写真によって，肺癌
を明確に疑わせるような異常影を指摘することはできないものと認められる。
ウ　本件初診時の注意義務の内容及びその違反の有無について
本件初診時におけるＡの主訴が胃の不調であったこと，被告病院におけるＡの主た
る既往歴が胃潰瘍であったこと，本件初診時前の平成１０年３月１９日にもＡが被
告病院で胃潰瘍薬（ネオ・ユモール）を処方されていたこと（乙１号証），同年５
月２０日の胃内視鏡検査で胃潰瘍が認められたこと等からすれば，本件初診時に，
Ｂ医師がＡについて胃潰瘍の再発と診断したことは適切であったと認めることがで
きる。
そして，本件初診時に訴えのあった咳については，１週間から１０日間くらい前に
現れたものであって（乙１号証），深刻な症状とまでは認めることができず，ま
た，前示のとおり，咳以外に肺癌の初発症状の訴えはなく，レントゲン写真上でも
明確な異常影までは指摘できないから，Ａが年齢及び喫煙量の点で肺癌発症のハイ
リスクグループに属すること（甲２，３号証，乙９号証）を考慮しても，本件初診
時の段階で，Ｂ医師がＡに対し直ちに肺癌の発症を疑って，肺癌の検査を開始した
り，専門病院の受診を勧告すべき義務まで負うものと認めることはできない。
なお，原告は，本件初診時のレントゲン検査で，Ｂ医師が側面写真を撮影しなかっ
たこと，専門家による二重読影を行わなかったこと及びレントゲン写真の比較読影
をしなかったことをもって義務違反であると主張する。しかし，本件全証拠によっ
ても，本件当時，病床数５２床の一般病院である被告病院が，通常の診察時に，胸
部レントゲン写真を正面と側面の２方向から撮るべき義務及び二重読影を行うべき
義務を負うものとまで認めることはできず（甲２６号証は，肺癌検診の際のレント
ゲン検査では，２方向からの撮影及び二重読影が行われる旨述べたものにすぎず，
乙９号証は，肺癌を疑った場合の診断時には側面写真も撮るべきであることを指摘
するにとどまる。），また，前記のとおり，本件初診時のレントゲン写真自体には
肺癌を明確に疑わせ
るような異常影まで指摘することはできないから，本件初診時に直ちに新旧レント
ゲン写真を比較読影すべき義務まで認めることはできない。
エ　以上のとおり，本件初診時におけるＢ医師の診療行為につき，原告が主張する
各注意義務自体を認めることはできないので，本件初診時の診療行為に対する原告
の前記主張は採用できない。
(2)　平成１０年１０月１０日の受診時までの注意義務違反の有無について
原告は，被告病院の医師らが，本件初診時後平成１０年１０月１０日までの間，Ａ
に対し何らの勧告をすることもなく放置したことにつき注意義務違反がある旨主張
する。
ア　医師ないし医療機関は，一般的に，診療契約に基づき，又は医療の専門家とし
て，患者の状態が診察，検査を続行し，経過を観察する必要があると判断される場
合には，患者に対し，診察，検査等の医療行為を受ける必要性について説明し，患
者が適切な時期に適切な医療行為を受けるように指導する義務を負うと解するのが
相当である。
イ　本件における前記指導義務の具体的内容及びその違反の有無
前示のとおり本件初診時に認められた肺癌の初発症状は咳のみであって深刻なもの
とまで認められないこと，レントゲン写真上も明らかな異常影までは指摘できない
こと，本件初診時の診察は「初診」として扱われていること（乙１号証）等を考慮
すると，本件初診時にＡを診察したＢ医師らがＡにすべき指導義務の内容及び程度
としては，レントゲン写真上の陰影が異常影か否かを診断する必要性を説明して，
次回受診時に新旧レントゲン写真の比較読影による診断を受けるよう指導すること
で足り，この指導に従わないで受診しないＡに対して積極的に働きかけて，繰り返
し受診するよう指導すべき注意義務まで負うものではないというべきである。した
がって，仮に，本件初診時後平成１０年１０月１０日までの間に，被告病院の医師
らから原告に対し受
診指導がなされていなかったとしても，この点について被告病院の医師らに注意義
務違反を認めることはできないというべきである。
これを本件についてみるに，本件初診時のカルテ（乙１号証）に，「恐らく異常を
指摘できないか。→　以前のｘ－ｐなし。要ｆｏｌｌｏｗか。→　次回の結果時に
ｘ－ｐを出して診断してもらって下さい。」との記載があることからすると，Ｂ医



師は，本件初診時にＡに対し，レントゲン写真上の陰影が異常影か否かを判断する
必要があることを説明して次回受診時に新旧レントゲン写真の比較読影による診断
を受けるように指導をしたものと認めるのが相当である。
そうすると，平成１０年１０月１０日までの被告病院の診療行為に関し，原告の主
張する注意義務違反を認めることはできない。
(3)　以上のとおりであるから，争点(1)に関する原告の主張は理由がなく，採用で
きない。
３　争点(2)（早期に確定判断しなかった注意義務違反の有無）について
原告は，１回目の入院期間中に肺癌の確定診断をすることは可能であり，遅くとも
平成１０年１１月９日の時点で肺癌の確定診断をすべきであったと主張する。
(1)　肺癌の診断方法
この点については，前記第２の１の(3)ウのとおりであるが，甲３，２６号証，乙７
ないし１１号証によれば，肺癌は，組織型により生物学的特性，発生部位，進展様
式，治療法，予後が異なるため，肺癌の診断には，組織型の確定が必須であり，Ⅰ
期ないしⅣ期の病期の決定も要求されることを認めることができる。
(2)　１回目の入院期間中又は平成１０年１１月９日時点における確定診断の可否に
ついて
ア　前記のとおり，Ｃ医師は，平成１０年１０月１０日，Ａに関し肺炎と診断する
とともに肺癌を疑い，同日からの１回目の入院期間中に，胸部レントゲン検査，胸
部ＣＴ検査，ツベルクリン反応検査，喀痰抗酸菌塗抹検査，喀痰結核菌群核酸増幅
同定検査，腫瘍マーカー検査及び気管支鏡検査を実施している。そして，甲１９号
証の１，乙７号証によれば，経皮的肺針生検は，画像検査において肺野型肺癌が疑
われ，経気管支的に診断が困難な症例に適応するところ，Ａについて疑われていた
のは肺門型の肺癌であるから，経皮的肺針生検がＡに適応する検査であるとは認め
られない。また，乙２０号証及び証人Ｃの証言によれば，被告病院には胸腔鏡下肺
生検及び開胸肺生検を実施する設備はないから被告病院でこれらの検査を行うこと
はできない。そうす
ると，本件では，肺癌の確定診断のために必要とされる検査のうち被告病院で実施
可能なものはすべて１回目の入院期間中に行われたものと認めることができる。
なお，原告は，ＰｒｏＧＲＰ検査やヘリカルＣＴ検査を実施すべきであった旨主張
するが，甲３，７，２６号証，乙７，１４，１５号証によっても，平成１０年当
時，肺小細胞癌の腫瘍マーカーとして，ＰｒｏＧＲＰがＮＳＥ以上に有用性のある
ものとして一般的に広く使用されていたとまで認めることはできず，その他これを
認めるに足りる証拠はない。また，Ｃ医師が胸部レントゲン写真及びＣＴ写真の画
像所見から既に肺癌を疑っていた以上，ヘリカルＣＴ検査を実施すべき必要性も認
められない。よって，原告の前記主張は採用できない。
イ　１回目の入院期間中に実施された諸検査の結果，画像所見では左肺門部に腫瘤
影が認められ，腫瘍マーカー検査では，ＣＥＡ，ＮＳＥ及びＳＬＸで陽性値が出て
いるが，甲３，６，７号証，甲１９号証の１，乙７，９，１０，１５，１６号証に
よれば，画像所見や腫瘍マーカーは，あくまでも間接所見にすぎず，これらの結果
のみから肺癌の確定診断をすることはできないことが認められるから，１回目の入
院期間中に肺癌の確定診断をすることはできなかったものといわざるを得ない。そ
して，被告病院で実施した病理学的検査の結果が陰性であった以上，平成１０年１
１月９日の受診時においても，肺癌の確定診断をすることは不可能であったという
ほかない。
(3)　したがって，争点(2)に関する原告の前記主張は，採用できない。
４　争点(3)（積極的に治療を開始しなかった注意義務違反の有無）について
(1)　原告は，病理学的な確定診断を欠いていても臨床的には肺癌が疑われる場合，
積極的に治療を開始すべきであると主張する。
確かに，臨床的に肺癌が疑われた場合，あるいは肺癌を否定できない場合には，積
極的に治療に踏み切るべきであるとの意見もみられる（甲９号証）。しかし，甲
２，３号証，乙７，８，１０号証によれば，肺癌は，組織型により，特性，部位，
進展様式，治療法，予後が異なるため，肺癌の治療には，組織診もしくは細胞診に
よる組織型を確定した診断が必要不可欠であり，肺癌の疑いが持たれた場合は，検
査を実施して肺癌の確定診断を行い，組織型を確定した後に局所の広がりや遠隔転
移の有無の検査，治療に耐えられる体力の有無の検査等が行われるのが一般的であ
ると認めることができる。また，病理学的な確定診断を得ずに治療を行うことはよ
ほどの緊急事態を除き不適当であるとの指摘もされている（乙１０号証）。



そうすると，いかに画像所見等で肺癌が疑われたとしても，原則的には病理学的な
確定診断を得てから治療を開始するものというべきであり，一般的に病理学的な確
定診断を欠いても積極的に治療開始に踏み切るべきであるとまでいうことはできな
い。
(2)　乙２０号証及び証人Ｃの証言によれば，被告病院には常勤の呼吸器専門医がお
らず，癌の治療設備もなく，癌と診断された患者はすべて他院へ紹介している実情
にあるものと認めることができるところ，本件においてＡに対し確定診断を得ずに
被告病院で治療を開始すべき緊急事態等の存在を認めるに足りる証拠はないから，
Ｃ医師が肺癌の確定診断を欠いたままＡに対し積極的に肺癌の治療を開始すべき義
務まで負うものと認めることはできない。
(3)　したがって，原告の前記主張はその前提となる注意義務自体を認めることがで
きないから採用できない。
５　争点(4)（転医勧告義務違反の有無）について
(1)　転医勧告義務
医師ないし医療機関は，人の生命及び健康を管理する業務に従事するものとして，
診療契約に基づき，又はその業務の性質に照らし，患者の症状に応じて善良な管理
者の注意をもって，診療当時の医療水準に適合した措置をとるべき義務を負うもの
と解される。そして，診察の結果等により，重篤な疾病の可能性が予想されるが人
的又は物的事情から自らその確定的な診断を下すことが困難な場合には，状況に応
じて患者又はその家族等に病状を説明し，必要な情報を与えて，他の専門医又は検
査のための設備を有する大病院において精密検査を受けるべきことなどについて，
指示ないし指導すべき転医勧告義務を負うものと解される。
(2)　本件においてＡに対して転医勧告すべき時期
前示のとおり，１回目の気管支鏡検査の病理学的診断結果はすべて陰性であり，肺
癌の確定診断はできなかったものの，胸部レントゲン写真及び胸部ＣＴ写真上左肺
門部のリンパ節腫大か腫瘍を疑わせる像が認められ（乙２号証，４号証の４，６及
び７，５号証の１ないし６），これについてＣ医師は，肺炎症状がおおむね治まっ
た平成１０年１０月２１日の胸部レントゲン写真の陰影が，同年５月７日のものよ
り明らかに大きく，かつ肺炎症状のあった同年１０月１２日のものとあまり変化が
ないとの理由から肺癌が疑わしいと判断していたものであり（証人Ｃ），Ｄ医師も
１回目の気管支鏡検査の視診で認められた異常所見の原因については炎症よりも肺
癌を疑い（乙２，１２号証），また，１回目の入院期間中の腫瘍マーカー検査の結
果，ＣＥＡ，ＳＬＸ
及びＮＳＥが陽性値であったのである（乙２号証）。そうすると，１回目の気管支
鏡検査の結果が陰性であったとしても，その後も引き続き，Ａについては，肺癌の
可能性を否定できないと判断すべき状況にあり，Ｃ医師はこれを認識していたもの
と認めるのが相当である。そして，既に述べたとおり，被告病院においては１回目
の入院期間中に行った検査以上の検査を実施して肺癌の確定診断をすることは不可
能であるから，１回目の入院期間中の諸検査結果が出た後の平成１０年１１月６日
の診察時には，Ａに対し肺癌という重篤な疾病の可能性が予想されるが，被告病院
自らはその確定診断ができないことが明らかになっていたものと考えられる。した
がって，Ｃ医師としては同診察時においてＡに対し，肺癌の疑いがあることを告げ
て専門病院等への転
医を勧告すべき義務を負っていたものと認めるのが相当である。
これに対し，原告は，平成１０年５月７日又は同年１０月１０日の診察時に転医勧
告すべきであったと主張する。しかし，既に述べたとおり，同年５月７日の段階で
は被告病院の医師らがＡに対し肺癌の検査を開始すべき義務を負うものと認めるこ
とはできないから，同日に転医勧告すべき義務まで認められないことは明らかであ
る。また，前記のとおり，同年１０月１０日から同月２４日までの１回目の入院
は，種々の検査をするためにされたものであり，被告病院において実施可能な検査
の中には肺癌の確定診断ができるものも含まれていた以上，検査実施前の平成１０
年１０月１０日の段階で直ちに転医勧告すべき必要性を認めることはできない。よ
って，原告の前記主張は採用できない。
(3)　Ｃ医師がＡに転医勧告をした時期
乙１，２号証，証人Ｃの証言及び原告本人尋問の結果によれば，Ｃ医師は，１回目
の入院の際及び１回目の気管支鏡検査を実施する際，Ａ及び原告に対し肺癌の疑い
があることを告げ，また，平成１０年１１月６日の診察時には，肺癌の確定診断は
できないが肺癌が疑われる状態であることを説明して大病院かがんセンターへの転



医を勧め，その後も転医勧告を継続して行っていた事実を認めることができる。
これに対し，原告は，平成１０年１２月２０日ころまで肺癌の可能性についての告
知がなく，がんセンターへの転医といった具体的な助言はなかったと主張し，「平
成１０年の間はＣ医師からがんセンターへの転医勧告はなかった。」，「平成１０
年１１月６日に肺癌の疑いが残るから精密検査の必要があるとは言われていな
い。」等と述べている（甲１８号証，原告本人）。しかし，これとともに原告は，
１回目の気管支鏡検査の実施の際及び平成１０年１１月６日の診察時に，Ｃ医師か
ら癌の疑いがあるとの説明を受けた旨の供述をし，また，同日の診察時にＣ医師か
ら「どこか大きい病院へ行ってみたらどうですか。」と言われたと述べているので
ある（甲１８号証）。こうした原告本人の供述に，カルテの記載（乙１，２号証）
及び証人Ｃの証言を併せ
考慮すると，肺癌の可能性の告知やがんセンターへの転医勧告がなかったとの前記
原告の供述部分はにわかに採用できず，他に原告の前記主張を認めるに足りる証拠
はない。
(4)　Ｃ医師の転医勧告方法の適否について
原告は，仮に患者が医師から転医勧告を受けても，その内容が不明確な場合は，患
者が適切に意思決定をすることができないから転医勧告がなされたものと評価する
ことはできないと主張するので，進んで転医勧告の方法の適否について検討する。
ア　転医勧告義務の内容等について
前示のとおり，医師は，一定の場合に患者に対し転医勧告すべき義務を負うもので
あるが，転医するか否かは最終的には患者自身の判断にゆだねられていることによ
ると，転医勧告は，転医するか否かについて患者自らが判断するのに必要な情報
を，当該患者やその家族が理解できるような形で提供した上でなされることを要す
るというべきである。したがって，転医勧告義務には，当該患者ないしその家族に
対し，患者の現在の病状及びその原因，転医を必要とする理由及び目的，転医をし
ない場合に予想される具体的な予後等について説明すべき義務が当然内包されてい
るものと解するのが相当である。
イ　本件で行われた転医勧告についての検討
(ア)　平成１０年１１月６日以後のＡの病状に関するＣ医師の認識について
乙１，３号証によれば，平成１０年１１月下旬ころから，Ａに胸痛や胸部雑音等が
出現し，咳き込みも悪化し，２回目の気管支鏡検査の視診では，１回目の同検査で
は認められなかった異常所見が認められ，Ｄ医師も「やはり悪性を考えたい」との
判断を示し，病理学的診断では「小細胞癌の疑い」との結果が出ている。また，証
人Ｃの証言によれば，Ｃ医師としても，平成１０年１１月６日以後，Ａの咳が悪化
し痰も強くなってきたことを認識していたものと認められ，平成１０年１２月１３
日のカルテ（乙１号証）には「５／７→１１／６→１２／７　不変ではなく，左肺
門部の影は増大している！！」旨記載していることによると，上記の影の増大に危
惧の念を抱いていたものと推測できる。さらに，平成１１年２月２７日付けのがん
センターへの紹介状
には「臨床的には癌は疑いなく」，「すでに手遅れの感もあります。」旨記載し，
同年３月３日には，Ａの娘に対し，原告の肺癌が手遅れの段階であると思われる旨
話している（乙１号証）。これらの事実を総合すると，２回目の気管支鏡検査の結
果が出た後の平成１１年１月２２日の診察時には，Ｃ医師は，Ａが肺癌に罹患して
いる可能性が相当高く，肺癌であればかなり進行した段階であると判断していたも
のと推認することができる。
(イ)　Ｃ医師の行った転医勧告の具体的な内容について
乙１，２，２０号証及び証人Ｃの証言によれば，Ｃ医師は，Ａと原告に対し，平成
１０年１１月６日の診察時には通常の２倍の診察時間をかけて，Ｄ医師の１回目の
気管支鏡検査の所見内容も伝えながら，肺癌の証拠は出ないもののレントゲン写真
やＣＴ写真から肺癌の疑いが残ることを説明して大きい病院かがんセンターで精査
する方がよいと勧告し，その後も折りに触れて転医を勧告していたものであり，ま
た，平成１１年１月２２日の診察時には，２回目の気管支鏡検査の結果「小細胞癌
の疑い」があること，癌の疑いがあるものの確定診断ができず精査が必要であるこ
と，及び，より高度の精査となるとかなり侵襲的になることを説明して転医を勧め
たが，現在の咳を止めてもらえればよいとのＡの回答を受けて，被告病院では調べ
きれないまま命をな
くす可能性もある旨の説明をした事実を認めることができる。したがって，Ｃ医師
としては，客観的な検査結果やこれに基づく前記判断に従い，Ａに対し，病状及び



推定される原因，がんセンター等で精査することの必要性，被告病院から転医しな
い場合の具体的な予後について説明した上で，転医勧告をしていたものと認めるこ
とができる。
(ウ)　これに対して，原告は，適切な転医勧告を受けていれば転医していた旨主張
し，「Ｃ医師はとても親切で，同医師から『癌の疑いはあるけど違う，大丈夫です
よ。』というようなニュアンスで言われて，期待を持たせられてきた。最初から癌
の疑いがあるのであればそれなりの対応の仕方や心づもりがあった。」旨供述する
（原告本人）。
確かに，証人Ｃの証言によれば，Ｃ医師は，Ａについてひ弱で心配症のものである
ような印象を持っていたため，説明の際には大きなショックを受けないように気を
遣っていたものと認められ，実際，１回目の入院時にＡに交付した入院診療計画書
の病名欄には「肺癌の疑い」を明記していない（乙２号証）。また，１回目の入院
時の看護記録（乙２号証）には「ＤｒＭＴ後，『癌じゃなくてよかった。癌だと思
って遺言をどうしようかと悩んどった』と妻，Ｐｔともにホッとしている。」，
「気が弱くて，癌じゃないかとジメジメしていた。」旨の記載がある。加えて，Ｃ
医師は，自分が呼吸器内科の専門医でないこと，及び，被告病院には呼吸器内科の
常勤の専門医がおらず，癌の治療設備もないことをＡや原告に説明しておらず（証
人Ｃ），また，Ａには
経済的余裕がないとの事情はあったものの，最終的にはがんセンターに転医，入院
し，医療補助を受けてがんセンターに対する支払をしている（原告本人）。これら
の事情によると，Ａや原告がＡの病状を楽観的に受けとめ，転医の必要性を理解し
ていなかったため，平成１１年２月２４日まで転医を決意しなかったものと解する
余地もないではない。
しかし，カルテ（乙１号証）には，平成１０年１１月２０日，同年１２月２日，同
月７日，同月１８日，平成１１年１月２２日及び同年２月２４日の各診察日の欄
に，Ａについて肺癌の可能性が否定できない旨のＣ医師の診断内容が記載され，平
成１０年１２月１３日欄には左肺門部の陰影が増大している旨の指摘があり，同月
７日及び平成１１年１月２２日の各診察日欄には，Ａ又は原告に対し，肺癌の疑い
があるとの説明をした旨の記載がされていることが認められ，これに乙２０号証及
び証人Ｃの証言を考え併せると，前記のとおり，Ｃ医師は，平成１０年１１月６日
以降も，Ａや原告に対し，肺癌が疑われる旨の診断内容を繰り返し説明していたも
のと認めるのが相当であり，甲１８号証の記載及び原告の供述のみから，Ｃ医師が
Ａらに対し，「大丈夫
です。」等の安易な説明を続けていたとの事実を認めることはできない。
また，Ａや原告がＡの病状について楽観的に受けとめていたことをうかがわせる記
載は前記１回目の入院時の看護記録（乙２号証）以外には認められない。そして，
Ａが，平成１０年１１月６日以後，同月２０日，同月２９日，平成１０年１２月２
日，同月７日，同月１３日，同月１４日，同月１８日と頻繁にＣ医師の診察を受
け，また，Ｃ医師が原告に対し，肺癌が一番考えられやすいとの説明をして，以後
毎日点滴を行うこととした平成１０年１２月７日以降，同１１年１月２日までの
間，毎日被告病院に通院して点滴を受けていたＡの受診態度を考慮すると，Ａや原
告がＡの病状について楽観的に受けとめ続けていたものとは考え難い。加えて，前
示のとおり，Ｃ医師は，平成１０年１１月６日以降も折りに触れてＡや原告に転医
を勧告し，同１１年１月
２０日には１人で検査結果を聞きに来院した原告に対し，Ａ本人も同席の上で結果
を報告する旨伝えて同月２２日に再度来院するよう求め，これを受けて来院したＡ
と原告に対して，検査結果や病状を告げて転医の必要性や転医をしない場合の具体
的な予後について説明していたものであって，Ａが転医を決意した同年２月２４日
にのみ詳しい説明がされたとの事情は本件証拠から認めることができない。
さらに，同年１月２２日には「今の咳さえ止めてもらえればよい。」と現在の症状
を楽にすることを望んでいたＡが，転医を決意した同年２月２４日には「胸痛があ
りなんとかして欲しい。」旨訴えており，その際処方された２週間分の内服薬も胸
の痛みのため１週間で服用してしまった事実（乙１号証）からすると，Ａが転医を
決意した前記平成１１年２月２４日ころには，Ａの病状が被告病院で症状を楽にす
ることすら困難な程度に悪化していたものと推認できるのであり，これが，Ａの転
医の決意に大きく影響したことがうかがわれるのである。この点に関し，前示のと
おり，Ａは，平成１０年５月７日の本件初診時において，Ｂ医師から，次回受診時
に成人検診の結果を聞くとともに以前のレントゲン写真との比較診断を受けるよう



にとの指導を受けた
にもかかわらず，その後約５か月間受診せず，咳，痰，胸の息苦しさ等の症状が現
れた同年１０月１０日に至ってようやく受診しているのであり，また，乙２号証及
び証人Ｃの証言によると，Ａは，肺炎の治療並びに肺結核及び肺癌の検査をするた
めの１回目の入院中においてすら，被告病院の看護婦から注意を受けても病室での
喫煙を止めず，原告も，Ａに対し喫煙について注意していなかったことが認められ
る。これらの事実からすると，Ａ及び原告は，被告病院の医師らの医学的な見地に
基づく指示ないし助言を尊重してこれに従おうとするよりも，Ａのその時々の具体
的な症状等を重視して行動していたことがうかがわれる。なお，Ａが，がんセンタ
ーのＥ医師から癌の告知並びに予後及び今後の治療に関する説明を受けた際，化学
療法により現在の症
状（特に咳）が軽減されると聞いて喜んでいた事実（甲１２号証）も考慮すると，
Ａは，咳等の具体的な症状を楽にすることを相当重視していたものと考えられる。
以上のとおりであるから，結局，Ａが平成１１年２月２４日まで転医を決意しなか
った理由が，自らの病状や転医の必要性を理解していなかった点にあるとまで認め
ることはできず，したがって，病状や転医の必要性に関するＣ医師の説明がＡや原
告において理解できない不適切なものであったと認めることはできない。
(エ)　よって，Ｃ医師の転医勧告の内容，方法が前記注意義務に反する不適切なも
のであったとまで認めることはできず，この点に関する原告の前記主張は採用でき
ない。
(5)　以上のとおり，Ｃ医師がＡや原告に対し行った転医勧告に関し，注意義務違反
があったものと認めることはできないから，この点に関する原告の前記主張は理由
がないものといわざるを得ない。
６　争点(5)（専門病院との連携義務違反の有無）について
原告は，被告病院には，地理的経済的理由で被告病院での治療を希望しているＡに
対し，専門病院と連携して適切な検査，診断，治療を進める義務があったと主張す
る。
前示のとおり，医師ないし医療機関は一定の場合に転医勧告義務を負うものである
が，患者の一般状態が搬送に耐え得ない場合や患者の病状との関連で搬送可能な地
域に適切な設備や専門医を配置した医療機関がない場合は格別，転医勧告に従わな
い患者に対し，専門病院と連携して当該病院で患者に検査，治療を受けさせるべき
義務まで一般的に負うものと解することはできない。
本件においては，被告病院の医師らは，Ａに対する転医勧告義務を尽くしていると
ころ，Ａについてその病状からがんセンターへの搬送に耐え得ないなどの事情がう
かがわれない以上，転医勧告に従わなかったＡに対し，被告病院の医師らが専門病
院との連携の下で検査や治療を行うべき義務までも負うものと認めることはできな
い。
よって，争点(5)に関する原告の主張は，その前提を欠くので採用できない。
７　争点(7)（延命利益の喪失）について
(1)　被告は，この点に関する原告の主張について，時機に後れた攻撃方法の提出で
あると主張し，民事訴訟法１５７条１項に基づく却下の申立てをしているが，原告
が証拠調べ期日終了後に前記主張を提出したことにつき，原告に故意又は重大な過
失があったとまで認めることはできないから，同条項に基づく被告の前記申立ては
理由がない。
(2)　原告は，被告病院の医師らの前記注意義務違反により，延命利益を侵害された
と主張する。しかし，既に述べたとおり，被告病院の医師らのＡに対する診療行為
につき注意義務違反を認めることはできない。
したがって，争点(7)に関する原告の前記主張は，その余の点を判断するまでもなく
採用できない。
８　争点(8)（がんセンターへの転医が無意味であるという趣旨の不適切な説明の有
無）について
原告は，Ｃ医師が平成１１年３月３日にＡの娘と面談した際に（以下，これを「本
件面談」という。），軽率不用意な発言をし，これによってＡに対し大きな精神的
苦痛を与えた旨主張する。
確かに，乙１号証によれば，本件面談時に，Ｃ医師がＡの娘に対し「手遅れの段階
でがんセンターへの紹介状も役に立たない段階とも思われる。」旨の発言をし，Ａ
の余命について「平成１１年４月か５月ころまで」と答えたことが認められる。
しかし，本件面談の際に，Ｃ医師が，Ａの娘からＡや原告ががんセンターへ転医す



る意向を有していることを聞いた上で，症状を軽くするためには入院が必要である
旨の助言もしていることを考慮すると，Ｃ医師の前記「役に立たない」旨の発言
は，がんセンターに転医しても救命は難しいとの見通しを示したものと解すること
ができるのであり，がんセンターへの転医が全く意味がないとまで述べたものと直
ちに認めることはできない。そして，平成１１年３月にがんセンターで肺小細胞癌
のⅢ期ｂと診断されていること（甲１３号証）からすると，本件面談時点での病期
も同程度であったものと推測することができ，がんセンターの担当医であるＥ医師
は，平成１１年３月１７日の時点で，無治療であれば余命３か月程度と判断してい
る（甲１２号証）から
，余命に関するＣ医師の前記回答は無治療を前提とすれば不適切とまでいうことは
できない。したがって，本件面談の時点でＣ医師が医学的に判断していたＡの予後
に関する見通し自体は客観的に不適切なものであったと認めることはできない。
また，乙１号証及び証人Ｃの証言によると，本件面談において，Ｃ医師は，Ａの娘
に対し，その質問に答えながら，Ａの病状及び予後の見通し等について相当詳しい
説明をしているが，Ａの娘はＣ医師に対して，説明を聞いた後に礼を述べているこ
とが認められ，Ｃ医師の説明の内容及び説明の仕方がＡの娘の感情を害するもので
あったことは全くうかがわれないのである。その上，Ｃ医師が本件面談時に説明を
した相手はＡ本人でなくその娘であり，同人からＡに対しＣ医師の説明内容がどの
ように伝えられたかは証拠上明らかでないから，Ｃ医師がＡの予後に関する前記見
通しについてＡの娘に説明したことにより，直ちにＡ本人が精神的ショックを受け
たものと認めることは困難であるといわざるを得ない。
よって，争点(8)に関する原告の前記主張は理由がない。
９　結論
以上のとおりであるから，原告の本訴請求は，その余の主張について判断するまで
もなく理由がないからこれを棄却することとし，訴訟費用の負担について民事訴訟
法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
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